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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第65期

第２四半期
連結累計期間

第66期
第２四半期
連結累計期間

第65期

会計期間

自2019年
　１月１日
至2019年
　６月30日

自2020年
　１月１日
至2020年
　６月30日

自2019年
　１月１日
至2019年
　12月31日

売上収益
（百万円）

46,371 38,161 94,283

（第２四半期連結会計期間） (23,172) (17,588)  

税引前四半期（当期）利益（△

は損失）
（百万円） 445 △1,802 2,184

親会社の所有者に帰属する四半

期（当期）利益（△は損失） （百万円）
118 △1,383 1,582

（第２四半期連結会計期間） (4) (△901)  

親会社の所有者に帰属する四半

期（当期）包括利益
（百万円） △680 △1,900 786

親会社の所有者に帰属する持分 （百万円） 32,112 30,846 33,013

総資産額 （百万円） 96,084 94,915 96,561

基本的１株当たり四半期（当

期）利益（△は損失） （円）
4.39 △50.97 58.36

（第２四半期連結会計期間） (0.17) (△33.22)  

希薄化後１株当たり四半期（当

期）利益（△は損失）
（円） 4.37 △50.97 58.20

親会社所有者帰属持分比率 （％） 33.4 32.5 34.2

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 4,483 3,619 8,732

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △3,571 △2,787 △8,133

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 297 965 △1,261

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 5,175 5,038 3,286

（注）１．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．売上収益には、消費税等は含んでおりません。

３．上記指標は、国際会計基準（IFRS）により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいて
おります。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に

記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態および経営成績の状況

①経営成績の状況

第２四半期累計期間の世界経済は、新型コロナウイルス感染症の流行が深刻な打撃を与えました。３月

以降米国、欧州は全面的な経済活動停止に見舞われ、各国経済が収縮しました。解除後も第２波に対する懸

念もあり、回復は鈍いものとなっています。人種差別に対する抗議活動等による混乱等もあり、国際通貨基

金（IMF）が『類例のない危機、不確実な回復』と報告するなど、世界経済の先行きには厳しいものが感じ

られます。

　電子部品業界はサプライチェーンの一部停止等に加え、車載関連では３月中旬以降に米国、欧州で新型コ

ロナウイルスの急速な感染が拡大し、自動車メーカー各社が感染抑制のため工場稼働を停止しており、解除

後、いち早く生産を回復させた中国をはじめ、欧州、米国でも稼働を再開したものの、世界の自動車生産の

戻りは鈍く、車載向け電子部品も稼働の調整を余儀なくされました。また、インダストリー分野も米中貿易

摩擦と新型コロナウイルスの影響が大きく、設備投資関連等の需要が低迷しました。

　そうした中、自動車関連では環境貢献の動きが加速しました。中国政府が2020年で打ち切る予定だった

NEV（新エネルギー車）補助金を2022年まで延長すると発表し、また、地方によっては新車の購入補助制度

やナンバー発給制限緩和などの支援策を打ち出し、販売復調につなげています。フランス政府やドイツ政府

は、自動車産業の救済策の一環で電気自動車（ＥＶ）の普及を推進するため新車購入補助金（環境奨励

金）、買い替え補助金を導入する等自動車の環境対応が進み、今後のｘEV関連の電子部品に大きな成長が期

待できる動きも見えてきました。

当第２四半期連結累計期間において、当社グループは、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症に

対して、地域の状況に合わせて在宅勤務を実施する等全ての拠点で感染防止策を徹底し、通常の稼働を維持

するための体制を確保しました。なお、当第２四半期末現在、当社グループ全ての生産拠点が稼働していま

す。

また、工場、研究開発を除く業務においては、新型コロナ下においても生産性を落とすことなく業務を

遂行するための業務プロセス見直しを実施しました。

春節前後からの新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、中国工場では春節後から２月中旬にかけて

休暇延長等で稼働を停止し、米国、欧州では３月中旬以降自動車メーカー、Tier１等が工場稼働を停止した

影響を受け車載関連の受注が大きく落ち込み、売上収益は前年同期比17.7%減の38,161百万円に留まりまし

た。

　ドイツにおける新型コロナウイルスの感染拡大に伴う操業短縮手当や洪水に係る政府補助金、中国政府に

よる社会保険料負担の一定期間減免に加え、業務プロセスの見直し・改善策の実行で経費削減を進めたもの

の、減収の影響、生産設備等の減損損失911百万円を計上したこと等から営業損失は1,214百万円（前年同四

半期は1,124百万円の営業利益）となりました。為替や支払金利等の影響から金融収益/金融費用が587百万

円のマイナスとなったこともあり、1,802百万円の税引前四半期損失（前年同四半期は445百万円の利益）、

法人所得税費用の計上により1,383百万円の親会社の所有者に帰属する四半期損失（前年同四半期は118百万

円の利益）となりました。

 

（報告セグメントの状況）

当第２四半期連結累計期間における報告セグメントの状況は次のとおりであります。

１）アジア・パシフィック事業

　アジア・パシフィック事業では、新型コロナウイルスの感染拡大による各国政府の対応により、生

産面、需要面で大きな影響があり、当第２四半期連結累計期間の売上収益は前年同期比14.7％減の

24,399百万円となりました。利益面では中国政府により春節休暇を再三にわたり延長され、工場の操

業を停止したこと、一部生産設備の減損を計上したこと等の影響から、セグメント損失は△597百万

円(前年同期は918百万円のセグメント利益）となりました。

２）ＥＵ事業

　ＥＵ事業では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により車載関連で操業を止める顧客が出たこ

となどから、当第２四半期連結累計期間の売上収益は前年同期比22.5％減の13,762百万円となり、減

収の影響等からセグメント損失211百万円（前年同期は574百万円のセグメント利益）となりました。
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②財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は94,915百万円となり、前連結会計年度末比1,645百万

円減少しました。現金及び現金同等物等が増加したものの、営業債権及びその他の債権等が減少したた

め、流動資産は945百万円減少しました。また、使用権資産が増加したものの、有形固定資産、のれん、

その他金融資産が減少したことなどにより、非流動資産は700百万円減少しました。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は62,539百万円となり、前連結会計年度末比571百万円

減少しました。有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ1,281百万円増加（短期有利子負債は前連結

会計年度末比1,473百万円増、１年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債は同539百万円増、長期有利

子負債は同730百万円減）しました。営業債務及びその他の債務が減少したものの、短期有利子負債が増

加したこと等から流動負債が671百万円増加しました。リース債務の増加があったものの、長期有利子負

債の減少等があったことから非流動負債が99百万円減少しました。

　なお、中期経営計画ステージⅢ（2018年～2021年）における指標である「ネットDEレシオ：1.0を維

持」につきましては、当第２四半期連結会計期間末のネットDEレシオは前連結会計年度末の1.09から1.15

となりました。

（資本）

　当第２四半期連結会計期間末の資本合計は前連結会計年度末比2,217百万円減少し、32,376百万円とな

りました。親会社の所有者に帰属する四半期損失等があったためです。その結果、親会社の所有者に帰

属する持分合計は30,846百万円となり、親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末の34.2％から当

第２四半期連結会計期間末32.5％となりました。

 

③キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末

比1,751百万円増加し、5,038百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は3,619百万円（前第２四半期連結累計期間は4,483万円の収入）となりま

した。営業債権及びその他の債権の増加額4,370百万円、減価償却費及び償却費2,893百万円等の収入が

あったものの、税引前四半期損失1,802百万円、営業債務及びその他の債務の増加額1,927百万円、棚卸資

産の増減額1,296百万円等の支出があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は2,787万円（前第２四半期連結累計期間は3,571百万円の支出）となりま

した。継続的に行っている設備投資で、有形固定資産の取得による支出2,555百万円、無形資産の取得に

よる支出337百万円等の支出があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた収入は965百万円（前第２四半期連結累計期間は297百万円の収入）となりまし

た。配当金の支払162百万円、リース債務の返済による支出462百万円等の支出があったものの、有利子負

債が1,692百万円純増したこと等によるものです。

 

（２）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等については、有価証

券報告書(2020年３月26日提出)の記載から重要な変更はありません。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題については、有価証券報告書(2020年

３月26日提出)の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は1,806百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。

 

（５）従業員数

当社グループの従業員数に前連結会計年度末から著しい変動はありません。
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（６）経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、有価証券報告書(2020年3月26日提出)の

「第２ 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載した内容から重要な変更又は新たな発生はありません。

 

（７）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループのキャッシュ・フローの状況につきましては、「（１）財政状態および経営成績の状況　③

キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

当社グループの主な資金需要は、人件費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに固定資産等にかかる投

資であり、資金需要につきましては、主に自己資金により賄い、必要に応じ銀行借入等により対応していま

す。

ⅰ）当社グループの資金状況

　当第２四半期連結会計期間末現在において、当社グループの流動性は十分な水準にあります。

　当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常にめざ

し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保を進めています。成長を維持す

るために将来必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元の現金と営業活動からのキャッシュ・フロー

に加え、借入等により調達しています。銀行借入等に関しては、ベンチマークとなるNet DEレシオは1.0

を維持することを目標としております。

　手元流動性については、現金及び現金同等物3,000百万円を目安としています。当第２四半期連結会計

期間末の現金及び現金同等物は5,038百万円でした。

　なお、当社グループでは、主要な銀行と定期的にミーティングを行ない、良好な関係を築いています。

ⅱ) 資金需要の主な内容

　当社グループの運転資金需要のうち主なものは、当社グループ製品製造のための材料および部品の購入

のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものです。当社グループの研究開発費は様々

な営業費用の一部として計上されていますが、研究開発に携わる従業員の人件費が研究開発費の主要な部

分を占めています。

ⅲ) 財務政策

　財務の状況については、現時点において顕在化している問題はありませんが、各国のキャッシュの流れ

を注視、次のような取組みを進めました。

・有利子負債の削減に努め、前期末からネット銀行借入金を４億70百万円削減しました。

・従来から資金の”見える化”を進め、グループ会社の資金の動き、残高等グローバルベースで資金まわ

りの管理が行えるグローバルキャッシュマネジメントを実行しています。

・６月に20億円増額し現在100億円となったコミットメントラインを未使用のまま維持し、９月にはさら

に30億円増額し、コミットメントラインを総額130億円とするよう準備を進めています。

・徐々に売上の回復が見込まれる為、今後運転資本の増加が見込まれます。グローバルキャッシュマネジ

メントに活用しているKriba（SaaS）で、４月から全社ベースで先６ヶ月のキャッシュフローフォー

キャストを毎月更新するとともに、６月から世界８カ国、６通貨での銀行借入金の合計残高を毎週モニ

ターしています

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年８月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 27,444,317 27,444,317
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら
限定のない当社
株式における標
準となる株式で
あり、単元株式
数は100株であ
ります。

計 27,444,317 27,444,317 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日
2020年３月25日

報酬委員会決議

2020年３月25日

定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数（名） 当社執行役３名
当社子会社取締役17名

当社子会社従業員28名

新株予約権の数（個） 1,610 4,230

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式 同　左

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

161,000株 423,000株

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

１円 １円

新株予約権の行使期間
自　2023年４月１日

至　2038年３月31日

自　2023年４月１日

至　2038年３月31日

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格 514.22 円

資本組入額 257.11 円

発行価格 462.57 円

資本組入額 231.28 円

新株予約権の行使の条件 (注)１．⑧参照 同　左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得について
は、当社取締役会の承認を要するもの
とする。

同　左

組織再編行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)１．⑦参照 同　左

（注）１．①新株予約権の目的である株式の種類および数

　新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい

います。）は100株といたします。

　なお、株主総会における決議の日（以下、「決議日」といいます。）後に、当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを

含みます。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、または株式併合の時点で行使されてい

ない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるもの

といたします。
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　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合等付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併

比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものといたします。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株

式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」といいます。）である１円に付与株式数を乗じた金額といたします。なお、決議日

後に、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行

使されていない新株予約権について、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げることといたします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合等行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合併比

率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の適切な調整を行うことができるものといたします。

③新株予約権を行使することができる期間

　2023年４月１日から2038年３月31日まで

④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

（ア）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ

れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとい

たします。

（イ）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（ア）記載の資本金等増加限度額から

上記（ア）に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。

⑤新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものといたします。

⑥新株予約権の取得事由

（ア）当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、

当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による

当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案または新株予約権の目的である種類の株式

の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総

会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会

決議が不要の場合は、当社取締役会の決議または取締役会決議により委任を受けた当社執行役の決定がなされた場合）は、当

社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができ

るものといたします。

（イ）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）または下記⑧（オ）に定める権利承継者が権利行使をす

る前に、下記⑧に定める規定その他の事由により新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得

することができるものといたします。

⑦組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場

合に限ります。）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。）（以上を総称して以

下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権（以下、「残

存新株予約権」といいます。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる

株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この

場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す

る旨が定められた場合に限ります。

（ア）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。

（イ）新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式といたします。

（ウ）新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定いたします。

（エ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記②で定められる

行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記（ウ）に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株

式の数を乗じて得られる額といたします。

（オ）新株予約権の権利行使期間

　上記③に定める新株予約権を行使することができる期間（以下、「権利行使期間」といいます。）の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までといたします。

（カ）新株予約権の行使の条件

　下記⑧に準じて決定いたします。

（キ）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

　上記④に準じて決定いたします。

（ク）新株予約権の取得に関する事項

　上記⑥に準じて決定いたします。

（ケ）譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合に

は、「取締役」といたします。）による承認を要するものといたします。
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⑧新株予約権の行使の条件

（ア）新株予約権者は、（i）当社の2020年12月期から2022年12月期までの各事業年度（以下、「対象事業年度」といいます。）のう

ちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額（以下、「業績判定水

準」といいます。）が80億円以上となり、かつ、（ii）対象事業年度のうち２事業年度以上において各親会社所有者帰属持分

当期利益率が7.5パーセント以上となり、かつ（iii）2022年12月期の親会社所有者帰属持分当期利益率が10パーセント以上と

なったときに限り、自己が保有する新株予約権の個数に行使可能割合（対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額

〈100億円を超える場合は100億円とする。〉の100億円に対する割合をいう。）を乗じて得た個数（１個未満の端数が生ずる場

合には、当該端数を切り捨てる。）を限度として新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき指標の概念に重要な

変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものといたします。

（イ）新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位（以下、総称して

「要件地位」といいます。）にあることを要します。

（ウ）新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社または当社子会社の就業規則に基づ

く懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。

（エ）新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による

退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇（整理解雇）、またはこれら

に準ずる理由による退任・退職であるときは、上記（イ）にかかわらず、要件地位喪失日または権利行使期間の開始日のいず

れか遅い日から２年が経過する日（ただし、権利行使期間の満了日までといたします。）までに限り、新株予約権を行使する

ことができます。

（オ）新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。

（カ）各新株予約権１個未満の行使を行うことはできません。

⑨新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものといたし

ます。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

2020年４月１日～

2020年６月30日
－ 27,444 － 10,150 － 9,963
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（５）【大株主の状況】

  2020年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1丁目8-11 6,501 23.94

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町2丁目11番3号 2,079 7.65

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口９）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,565 5.76

ヤワタビル株式会社 東京都台東区上野1丁目19－10 1,112 4.09

Yawata Zaidan Limited

（常任代理人　八幡　貞江）

FLAT/RM 2201-3 BERKSHIRE HOUSE 25

WESTLANDS ROAD QUARRY BAY HONG KONG

（東京都中央区）

959 3.53

GOVERNMENT OF NORWAY

（常任代理人　シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店セキュリティーズ

業務部）

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 

0107 NO

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

924 3.40

BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST (UK)

LIMITED FOR SMT TRUSTEES

(IRELAND) LIMITED FOR JAPAN

SMALL CAP FUND CLT AC

（常任代理人　株式会社三井住友銀

行デットファイナンス営業部）

BLOCK5, HARCOURT CENTRE HARCOURT

ROAD, DUBLIN 2

（東京都千代田区丸の内1丁目3番2号）

634 2.33

STATE STREET LONDON CARE OF

STATE STREET BANK AND TRUST,

BOSTON SSBTC A/C UK LONDON

BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM

(常任代理人　香港上海銀行東京支

店カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA

02111

（中央区日本橋３丁目11－１）

603 2.22

JUNIPER

（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀

行　決済事業部）

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF

SAUDI ARABIA

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

530 1.95

クレディ・スイス証券株式会社
東京都港区六本木１丁目６－１　泉ガー

デンタワー
496 1.82

計 － 15,406 56.74

　（注）１．上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,501千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,079千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,565千株

　なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付でJTCホールディングス株式

会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更してお

ります。
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２．2020年１月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラス

ト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2019

年12月25日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年６月

30日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。

なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

三井住友トラスト・ア

セットマネジメント株

式会社

東京都港区芝三丁目33番1号 1,826,400 6.65

日興アセットマネジメ

ント株式会社
東京都港区赤坂九丁目7番1号 2,315,300 8.44

 

３．2020年６月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において野村アセットマネ

ジメント株式会社及びその共同保有者であるノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲ

Ａ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）が2020年５月29日現在でそれぞれ以下の株式を所有している

旨が記載されているものの、当社として2020年６月30日現在における実質所有株式数の確認が出来ません

ので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は次

のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

ノムラ　インターナ

ショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯ

ＮＡＬ　ＰＬＣ）

1 Angel Lane, London EC4R 3AB,

United Kingdom
33,284 0.12

野村アセットマネジメ

ント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番１号 1,352,700 4.93

 

４．2018年11月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）においてアッセトマネジメ

ントOne株式会社が2018年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社と

して2020年６月30日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含め

ておりません。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

アセットマネジメント

One株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 2,661,600 9.70

 

５．2020年４月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書においてりそなアセットマネジメント株式

会社が2020年３月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年６

月30日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりませ

ん。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

りそなアセットマネジ

メント株式会社
大阪市中央区備後町２丁目２番１号 907,900 3.31
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６．2020年４月１日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）においていちよしアセット

マネジメント株式会社が2020年３月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当

社として2020年６月30日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には

含めておりません。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

いちよしアセットマネ

ジメント株式会社
東京都中央区八丁堀２-23-１ 1,256,800 4.58

 

７．2018年５月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）においてレオス・キャピタ

ルワークス株式会社が2018年５月８日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社

として2020年６月30日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含

めておりません。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

レオス・キャピタル

ワークス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 3,875,000 14.12

 

８．2018年４月２日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において三菱東京ＵＦＪ銀

行及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、三菱ＵＦＪモ

ルガン・スタンレー証券株式会社が2018年３月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されている

ものの、当社として2020年６月30日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主

の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりでありま

す。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 53,193 0.19

三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 413,500 1.51

三菱ＵＦＪ国際投信株

式会社

東京都千代田区有楽町一丁目１２番１

号
340,600 1.24

三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレー証券株式会

社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 181,629 0.66
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 292,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,109,200 271,092 －

単元未満株式 普通株式 42,517 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数  27,444,317 － －

総株主の議決権  － 271,092 －

　（注）上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式24株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

スミダコーポレーション

株式会社

東京都中央区晴海一丁目８

番10号 晴海アイランドト

リトンスクエア オフィス

タワーX棟14階

292,600 － 292,600 1.07

計 － 292,600 － 292,600 1.07

 

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】
１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年

内閣府令第64号）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年４月１日から

2020年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る要約四半期

連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

   （単位：百万円）

 
注記
番号

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第２四半期
連結会計期間

(2020年６月30日)

資産    

流動資産    

現金及び現金同等物 8 3,286 5,038

営業債権及びその他の債権 8 18,826 14,291

棚卸資産  16,877 18,014

その他の流動資産 8 4,041 4,743

流動資産合計  43,032 42,087

    

非流動資産    

有形固定資産  35,668 35,051

使用権資産  3,938 4,531

のれん  4,176 4,144

無形資産  6,151 6,056

金融資産 8 1,104 549

繰延税金資産  2,140 2,098

その他の非流動資産 8 348 395

非流動資産合計  53,528 52,828

    

資産合計  96,561 94,915
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   （単位：百万円）

 
注記
番号

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第２四半期
連結会計期間

(2020年６月30日)

負債及び資本    

負債    

流動負債    

営業債務及びその他の債務 8 10,184 8,522

短期有利子負債 8 9,303 10,776

１年内返済予定又は償還
予定の長期有利子負債

8 6,367 6,907

１年内返済予定のリース債務  807 734

引当金  128 135

未払法人所得税  393 203

未払費用  2,257 2,288

その他の流動負債 8 1,188 1,734

流動負債合計  30,630 31,301

    

非流動負債    

長期有利子負債 8 23,707 22,976

リース債務  3,462 4,147

退職給付に係る負債  1,569 1,533

引当金  18 18

繰延税金負債  1,259 1,288

その他の非流動負債 8 1,318 1,272

非流動負債合計  31,337 31,237

    

負債合計  61,967 62,539

   
 
 
 

資本    

資本金  10,150 10,150

資本剰余金  9,898 9,898

その他資本性金融商品  5,000 5,000

利益剰余金  12,322 10,668

新株予約権  48 43

自己株式  △616 △607

その他の包括利益累計額  △3,789 △4,306

親会社の所有者に帰属する
持分合計

 33,013 30,846

非支配持分  1,579 1,529

    

資本合計  34,593 32,376

    

負債及び資本合計  96,561 94,915
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（２）【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

   （単位：百万円）

 
注記
番号

　前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日

　　至　2019年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日

　　至　2020年６月30日）

売上収益 9 46,371 38,161

売上原価 6 △40,442 △34,783

売上総利益  5,928 3,378

販売費及び一般管理費  △4,844 △4,642

その他の営業収益 10 61 79

その他の営業費用 10 △21 △30

営業利益（△損失）  1,124 △1,214

金融収益 10 14 11

金融費用 10 △692 △599

税引前四半期利益（△損失）  445 △1,802

法人所得税費用  △391 383

四半期利益（△損失）  54 △1,419

    

四半期利益（△損失）の帰属    

親会社の所有者  118 △1,383

非支配持分  △64 △35

 

 
注記
番号

前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年６月30日）

１株当たり四半期利益    

基本的１株当たり四半期利益（△損失）
(円)

5 4.39 △50.97

希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）
(円)

5 4.37 △50.97
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【第２四半期連結会計期間】

   （単位：百万円）

 
注記
番号

　前第２四半期連結会計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年６月30日）

　当第２四半期連結会計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年６月30日）

売上収益 9 23,172 17,588

売上原価 6 △20,333 △16,516

売上総利益  2,838 1,072

販売費及び一般管理費  △2,314 △2,041

その他の営業収益  12 30

その他の営業費用  △11 △15

営業利益（△損失）  524 △954

金融収益  8 6

金融費用  △353 △280

税引前四半期利益（△損失）  179 △1,228

法人所得税費用  △243 268

四半期利益（△損失）  △63 △959

    

四半期利益（△損失）の帰属    

親会社の所有者  4 △901

非支配持分  △68 △57

 

 
注記
番号

前第２四半期連結会計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

１株当たり四半期利益    

基本的１株当たり四半期利益（△損失）
(円)

5 0.17 △33.22

希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）
(円)

5 0.17 △33.22
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【要約四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

   （単位：百万円）

 
注記
番号

　前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日

　　至　2019年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日

　　至　2020年６月30日）

四半期利益（△損失）  54 △1,419

その他の包括利益    

純損益に振替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

 △0 △0

確定給付制度の再測定  12 5

純損益に振替えられることのない項目合計  12 5

    

純損益に振替えられる可能性のある項目    

キャッシュ・フロー・ヘッジ  △97 △119

在外営業活動体の換算差額  △755 △417

純損益に振替えられる可能性のある項目
合計

 △852 △536

その他の包括利益合計（税引後）  △839 △531

    

四半期包括利益合計  △785 △1,950

四半期包括利益合計の帰属    

親会社の所有者  △680 △1,900

非支配持分  △104 △50
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【第２四半期連結会計期間】

   （単位：百万円）

 
注記
番号

　前第２四半期連結会計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年６月30日）

　当第２四半期連結会計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年６月30日）

四半期利益（△損失）  △63 △959

その他の包括利益    

純損益に振替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

 △0 0

確定給付制度の再測定  6 △9

純損益に振替えられることのない項目合計  6 △9

    

純損益に振替えられる可能性のある項目    

キャッシュ・フロー・ヘッジ  △41 △10

在外営業活動体の換算差額  △919 △90

純損益に振替えられる可能性のある項目
合計

 △961 △101

その他の包括利益合計（税引後）  △954 △110

    

四半期包括利益合計  △1,018 △1,070

四半期包括利益合計の帰属    

親会社の所有者  △915 △1,015

非支配持分  △102 △55
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（３）【要約四半期連結持分変動計算書】

      （単位：百万円）

 
注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

 資本金 資本剰余金
その他資本性
金融商品

利益剰余金 新株予約権 自己株式

2019年１月１日時点の残高  10,150 9,898 5,000 12,385 180 △792

会計方針の変更     △586   

修正再表示後の残高  10,150 9,898 5,000 11,799 180 △792

四半期利益     118   

その他の包括利益        

四半期包括利益合計  － － － 118 － －

配当金 7    △406   

その他資本性金融商品の所有
者に対する分配     △100   

自己株式の取得       △0

自己株式の処分   △98   △40 139

自己株式処分差損の振替   98  △98   

株式に基づく報酬取引      57  

所有者との取引額合計  － － － △605 16 139

2019年６月30日時点の残高  10,150 9,898 5,000 11,312 196 △653

 

        （単位：百万円）

 

注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

 その他の包括利益累計額

合計
 

確定給付
制度の
再測定

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産
の純変動

キャッシュ
・フロー・
ヘッジ

在外営業
活動体の
換算差額

合計

2019年１月１日時点の残高  △475 41 4 △2,564 △2,992 33,829 1,609 35,438

会計方針の変更      － △586  △586

修正再表示後の残高  △475 41 4 △2,564 △2,992 33,242 1,609 34,851

四半期利益      － 118 △64 54

その他の包括利益  12 △0 △97 △714 △799 △799 △40 △839

四半期包括利益合計  12 △0 △97 △714 △799 △680 △104 △785

配当金 7     － △406  △406

その他資本性金融商品の所有
者に対する分配      － △100  △100

自己株式の取得      － △0  △0

自己株式の処分      － 0  0

自己株式処分差損の振替      － －  －

株式に基づく報酬取引      － 57  57

所有者との取引額合計  － － － － － △449 － △449

2019年６月30日時点の残高  △462 41 △92 △3,279 △3,792 32,112 1,504 33,616
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      （単位：百万円）

 
注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

 資本金 資本剰余金
その他資本性
金融商品

利益剰余金 新株予約権 自己株式

2020年１月１日時点の残高  10,150 9,898 5,000 12,322 48 △616

四半期利益     △1,383   

その他の包括利益        

四半期包括利益合計  - - - △1,383 - -

配当金 7    △162   

その他資本性金融商品の所有
者に対する分配     △101   

自己株式の処分   △5   △2 8

自己株式処分差損の振替   5  △5   

株式に基づく報酬取引      △2  

所有者との取引額合計  - - - △270 △4 8

2020年６月30日時点の残高  10,150 9,898 5,000 10,668 43 △607

 

        （単位：百万円）

 

注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

 その他の包括利益累計額

合計
 

確定給付
制度の
再測定

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産
の純変動

キャッシュ
・フロー・
ヘッジ

在外営業
活動体の
換算差額

合計

2020年１月１日時点の残高  △603 41 △79 △3,147 △3,789 33,013 1,579 34,593

四半期利益      － △1,383 △35 △1,419

その他の包括利益  5 △0 △119 △402 △517 △517 △14 △531

四半期包括利益合計  5 △0 △119 △402 △517 △1,900 △50 △1,950

配当金 7     - △162  △162

その他資本性金融商品の所有
者に対する分配      - △101  △101

自己株式の処分      - 0  0

自己株式処分差損の振替      - -  -

株式に基づく報酬取引      - △2  △2

所有者との取引額合計  - - - - - △266 - △266

2020年６月30日時点の残高  △597 41 △199 △3,550 △4,306 30,846 1,529 32,376
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（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

   （単位：百万円）

 
注記
番号

　前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日

　　至　2019年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日

　　至　2020年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期利益（△損失）  445 △1,802

減価償却費及び償却費  2,599 2,893

減損損失（又は戻入れ） 6 3 911

受取利息及び受取配当金  △10 △8

支払利息  602 536

有形固定資産除売却損益（△は益）  △20 9

営業債権及びその他の債権の増減額（△は
増加）

 791 4,370

棚卸資産の増減額（△は増加）  917 △1,296

営業債務及びその他の債務の増減額（△は
減少）

 △409 △1,927

その他  458 726

小計  5,378 4,412

利息及び配当金の受取額  10 8

利息の支払額  △579 △535

法人所得税の支払額  △326 △265

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,483 3,619

    

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △3,248 △2,555

有形固定資産の売却による収入  109 106

無形資産の取得による支出  △428 △337

その他  △4 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,571 △2,787
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   （単位：百万円）

 
注記
番号

　前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日

　　至　2019年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日

　　至　2020年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期有利子負債の純増減額（△は減少）  1,409 1,637

長期借入れによる収入  1,372 1,421

長期借入金の返済による支出  △1,505 △1,366

配当金の支払額 7 △405 △162

その他資本性金融商品の所有者に対する分
配の支払額

 △98 △101

リース債務の返済による支出  △473 △462

その他  △0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー  297 965

    

現金及び現金同等物に係る換算差額  △131 △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,077 1,751

現金及び現金同等物の期首残高  4,098 3,286

現金及び現金同等物の四半期末残高  5,175 5,038
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１　作成の基礎

(1）報告企業

　スミダコーポレーション株式会社（以下、「当社」という。）は日本に所在する株式会社であり東京証券

取引所（市場第一部）に上場しております。要約四半期連結財務諸表は、2020年６月30日を四半期連結会計

期間末日とし、当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）から構成されております。当社

の所在地は当社のホームページ（https://www.sumida.com）に記載されております。

　当社グループの事業及び主要な事業内容は、注記４「セグメント情報」に記載されております。

 

(2）IFRSに準拠している旨

　当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成19年内閣府令第64号）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同規

則第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠し作成しております。

　要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連

結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

 

　本要約四半期連結財務諸表は、当社代表執行役CEO八幡滋行及び当社代表執行役CFO本多慶行により2020年

８月11日に承認されております。

 

(3）機能通貨及び表示通貨

　当社の要約四半期連結財務諸表は日本円で表示しております。機能通貨とは企業が営業活動を行う主たる

経済環境の通貨をいい、当社の機能通貨は日本円であります。

　日本円で表示されている財務情報は原則として百万円未満の金額を切り捨てて表示しております。

 

(4）測定の基礎

　当社の要約四半期連結財務諸表は、金融商品、従業員給付等を除き取得原価をもとに作成されておりま

す。

 

(5）未適用の基準書及び解釈指針

　本要約四半期連結財務諸表の承認日までに新設または改訂された基準書及び解釈指針のうち、当社グルー

プが適用していない主な基準書及び解釈指針は以下のとおりであります。

　当社グループは、この基準書が連結財務諸表に与える影響を検討中であります。

基準書及び解釈指針 強制適用開始日
当社グループ

適用会計年度
概要

IFRS第17号 保険契約 2023年１月1日 2023年12月期
保険契約に関する会計処理の

改訂

 

２　重要な会計方針

本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表におい

て適用した会計方針と同一であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率をもとに算定しております。

 

３　重要な会計上の見積り及び仮定

　IFRSに準拠した当社グループの要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者による会計方針の適用並び

に資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定が含まれております。これらの見積り及

び仮定は、過去の実績及び利用可能な情報を勘案し、各報告期間末において合理的と考えられる様々な要因を

勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、会計上の見積りの結果は、その性質上、実際の結

果とは異なる可能性があります。

　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、

その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間において認識されます。

　本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務

諸表と同様であります。

　なお、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は、現時点において入手可能な情報に基づき合理的と認め

られる範囲において見積り及び仮定に反映していますが、要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与え

る見積り及び仮定は、原則として前連結会計年度と同様であります。また、今後の感染拡大の状況によって

は、その見積り及び仮定に影響を及ぼす可能性があります。
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４　セグメント情報

(1）報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であ

り、最高経営責任者（CEO）が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対

象となっております。当社グループにおいては、純粋持株会社である当社による事業活動の支配・管理の

下、国内外においてコイルの製造、販売を行っております。当社グループは、製品・サービスについて地域

ごとに包括的な戦略を立案・決定し、事業活動を展開しております。したがって、当社グループは、生産・

販売・研究開発体制を基礎とした地域ごとの事業セグメントから構成されており、「アジア・パシフィック

事業」と「ＥＵ事業」の２つを報告セグメントとしています。各報告セグメントでは、音響・映像・ＯＡ・

車載用・産業用機器等の電子部品、高周波コイルの研究・開発・設計・製造・販売を行っております。

 

(2）セグメントの収益及び費用

　報告セグメントは、主に製造活動から生じる収益及び外部または他のセグメントに対する製品の販売から

収益を生み出しております。

　報告セグメント間の売上収益は市場実勢価格に基づいております。

　「セグメント利益」は、売上収益から売上原価・販売費及び一般管理費を控除しております。

　各報告セグメントの会計方針は、注記２「重要な会計方針」で記載されている当社グループの会計方針と

同一の会計方針を適用しております。

　当社グループの報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失、及びその他の項目は以下のとおりであり

ます。

 

前第２四半期連結累計期間（自　2019年1月1日　至　2019年6月30日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
要約四半期連結

財務諸表計上額 

アジア・

パシフィック

事業

ＥＵ事業 計

売上収益      

外部顧客への売上収益 28,612 17,758 46,371 － 46,371

セグメント間の内部売上収

益または振替高
1,832 851 2,684 △2,684 －

合計 30,444 18,610 49,055 △2,684 46,371

セグメント利益 918 574 1,493 △409 1,083

その他の営業収益 － － － － 61

その他の営業費用 － － － － △21

金融収益 － － － － 14

金融費用 － － － － △692

税引前四半期利益 － － － － 445

　(注) セグメント利益の調整額には、報告セグメントに配分していない全社費用△410百万円が含まれております。
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当第２四半期連結累計期間（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
要約四半期連結

財務諸表計上額 

アジア・

パシフィック

事業

ＥＵ事業 計

売上収益      

外部顧客への売上収益 24,399 13,762 38,161 － 38,161

セグメント間の内部売上収

益または振替高
1,772 603 2,376 △2,376 －

合計 26,171 14,366 40,538 △2,376 38,161

セグメント利益 △597 △211 △809 △454 △1,264

その他の営業収益 － － － － 79

その他の営業費用 － － － － △30

金融収益 － － － － 11

金融費用 － － － － △599

税引前四半期利益 － － － － △1,802

　(注) セグメント利益の調整額には、報告セグメントに配分していない全社費用△455百万円が含まれております。

 

前第２四半期連結会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年6月30日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
要約四半期連結

財務諸表計上額 

アジア・

パシフィック

事業

ＥＵ事業 計

売上収益      

外部顧客への売上収益 14,687 8,485 23,172 － 23,172

セグメント間の内部売上収

益または振替高
908 420 1,329 △1,329 －

合計 15,595 8,905 24,501 △1,329 23,172

セグメント利益 471 199 670 △146 523

その他の営業収益 － － － － 12

その他の営業費用 － － － － △11

金融収益 － － － － 8

金融費用 － － － － △353

税引前四半期利益 － － － － 179

　(注) セグメント利益の調整額には、報告セグメントに配分していない全社費用△147百万円が含まれております。
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当第２四半期連結会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年6月30日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
要約四半期連結

財務諸表計上額 

アジア・

パシフィック

事業

ＥＵ事業 計

売上収益      

外部顧客への売上収益 12,155 5,433 17,588 － 17,588

セグメント間の内部売上収

益または振替高
1,021 248 1,269 △1,269 －

合計 13,177 5,681 18,858 △1,269 17,588

セグメント利益 △298 △503 △802 △167 △969

その他の営業収益 － － － － 30

その他の営業費用 － － － － △15

金融収益 － － － － 6

金融費用 － － － － △280

税引前四半期利益 － － － － △1,228

　(注) セグメント利益の調整額には、報告セグメントに配分していない全社費用△167百万円が含まれております。
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５　１株当たり利益

　基本的１株当たり四半期利益及び希薄化後１株当たり四半期利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年1月1日
至　2019年6月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年1月1日
至　2020年6月30日）

(1)　基本的１株当たり四半期利益（△は損失）   

基本的１株当たり四半期利益算定上の基礎   

親会社の所有者に帰属する四半期利益（△は損失）

（百万円）
118 △1,383

親会社の普通株主に帰属しない四半期利益（百万円） － －

基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する四半

期利益（△は損失）（百万円）
118 △1,383

期中平均普通株式数（株） 27,107,656 27,150,764

基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円） 4.39 △50.97

(2)　希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）   

希薄化後１株当たり四半期利益算定上の基礎   

基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する四半期

利益（△は損失）（百万円）
118 △1,383

四半期利益調整額（百万円） － －

希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する四

半期利益（△は損失）（百万円）
118 △1,383

期中平均普通株式数（株） 27,107,656 27,150,764

ストックオプションによる普通株式増加数（株） 86,823 －

希薄化後期中平均普通株式数（株） 27,194,479 27,150,764

希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）（円） 4.37 △50.97

希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり四半期利

益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末か

ら重要な変動があったものの概要

－ －

（注）第２四半期連結累計期間においては、新株予約権の行使が１株当たり四半期損失を減少させるため、潜在株式は希

薄化効果を有しておりません。
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前第２四半期連結会計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

(1)　基本的１株当たり四半期利益（△は損失）   

基本的１株当たり四半期利益算定上の基礎   

親会社の所有者に帰属する四半期利益（△は損失）

（百万円）
4 △901

親会社の普通株主に帰属しない四半期利益（百万円） － －

基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する四半

期利益（△は損失）（百万円）
4 △901

期中平均普通株式数（株） 27,124,672 27,151,693

基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円） 0.17 △33.22

(2)　希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）   

希薄化後１株当たり四半期利益算定上の基礎   

基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する四半期

利益（△は損失）（百万円）
4 △901

四半期利益調整額（百万円） － －

希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する四

半期利益（△は損失）（百万円）
4 △901

期中平均普通株式数（株） 27,124,672 27,151,693

ストックオプションによる普通株式増加数（株） 69,785 －

希薄化後期中平均普通株式数（株） 27,194,457 27,151,693

希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失） 0.17 △33.22

希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり四半期利

益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末か

ら重要な変動があったものの概要

－ －

（注）第２四半期連結会計期間においては、新株予約権の行使が１株当たり四半期損失を減少させるため、潜在株式は

希薄化効果を有しておりません。
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６．資産の減損

当社グループでは、継続的に使用することにより、他の資産又は資金生成単位のキャッシュ・インフロー

から概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループを資金生成単位としています。

コンシューマエレクトロニクス市場向け一部製品群につき、顧客の経営戦略変更により当製品群の製造に

特化した製造機械設備のキャッシュ・インフローが見込めなくなったため、帳簿価額を現時点で見込まれる回

収可能価額まで減額致しました。

当該減損損失は、要約四半期連結損益計算書の売上原価に含まれております。

なお、当該機械設備は他への転用が不能であり市場における公正価値はないため、回収可能価額は零とし

て算定しておりますが、当該製品を供給していた顧客と弊社間において損失負担につき相対による協議を行っ

ており、回収が可能となった時点で回収可能相当額を収益として認識する予定であります。

　当該機械設備の公正価値については、公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類されます。

セグメント 用途 種類 金額

アジア・パシフィック

事業

コンシューマ市場向け

製品の製造用機械
機械装置 904百万円

 

 

７　配当

配当金支払額

前第２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年６月30日）

決議日 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年２月21日

取締役会
普通株式 243 9.00 2018年12月31日 2019年３月５日

2019年５月７日

取締役会
普通株式 162 6.00 2019年３月31日 2019年５月31日

 

当第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

決議日 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年２月21日

取締役会
普通株式 162 6.00 2019年12月31日 2020年３月３日

 

配当の効力が翌四半期となる配当

前第２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年６月30日）

決議日 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年７月31日

取締役会
普通株式 162 6.00 2019年６月30日 2019年８月26日

 

当第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

無配のため、該当事項はありません。
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８　金融商品

(1）金融商品の分類

 

金融資産の分類

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2019年12月31日）

当第2四半期連結会計期間

(2020年6月30日)

償却原価で測定する金融資産

現金及び現金同等物 3,286 5,038

営業債権及びその他の債権 18,826 14,291

その他の流動資産 87 89

金融資産 254 250

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

金融資産 52 52

純損益を通じて公正価値で測定するヘッジ手段

その他の流動資産（デリバティブ） － 4

(注) 上表の金融資産残高には保険積立金を含めておりません。

 

金融負債の分類

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2019年12月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2020年6月30日）

償却原価で測定する金融負債   

営業債務及びその他の債務 10,184 8,522

短期有利子負債 9,303 10,776

１年内返済予定又は償還予定の長期有

利子負債
6,367 6,907

長期有利子負債 23,707 22,976

純損益を通じて公正価値で測定するヘッジ手段  

その他の流動負債(デリバティブ) 51 147

その他の非流動負債(デリバティブ) 58 124

 

(2）公正価値の算定方法

　金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。

 

(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、短期有利子負債、その他

の流動資産)

　これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

 

(長期有利子負債)

　原則として、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想定される利率で割引いた

現在価値により算定しております。

 

(デリバティブ)

　取引先金融機関から提示された価格等により算定しております。
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(3）公正価値ヒエラルキー

　公正価値で測定される金融商品について、算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じレベル

１からレベル３までを以下に基づき分類しております。

レベル１：活発な市場における同一の資産または負債の公正価値

レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接または間接的に使用して算出された公正価値

レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

 

　当社グループは、上記の公正価値で測定される金融商品の分類に際し、当該商品の測定に伴う不確実性や

主観性を必要とする金融商品はありません。

　レベル間の振替えが行われた金融商品の有無は各報告期間末にて判断しております。

　公正価値で測定される金融資産及び金融負債に係る各報告期間における公正価値のレベル別内訳は次のと

おりであります。

 

前連結会計年度（2019年12月31日）

（単位：百万円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産     

金融資産 － － 52 52

純損益を通じて公正価値で測定するヘッジ手段    

その他の流動負債(デリバティブ) － 51 － 51

その他の非流動負債(デリバティブ) － 58 － 58

 

当第２四半期連結会計期間（2020年6月30日）

（単位：百万円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産     

金融資産 － － 52 52

その他の流動資産(デリバティブ) － 4 － 4

純損益を通じて公正価値で測定するヘッジ手段    

その他の流動負債(デリバティブ) － 147 － 147

その他の非流動負債(デリバティブ) － 124 － 124

 

　前連結会計年度及び当第２四半期連結会計期間において、レベル１、レベル２、レベル３間での振替え

はありません。

　レベル３に分類された金融商品に係る公正価値は、当該商品の性質等に基づき適切なインプットを評価

し、第三者による鑑定結果等をもとに測定しております。前連結会計年度及び当第２四半期連結会計期間

において、レベル３に分類された金融商品の公正価値に重要な変動はありません。

 

(4）償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値

　以下の表は、帳簿価額が公正価値に合理的に近似しない償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価

値であります。

　これらは公正価値ヒエラルキー上ではすべてレベル２に分類しております。

 

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

(2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

（2020年6月30日）

 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

長期有利子負債

　長期借入金
23,707 23,722 22,976 23,034
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９　収益

　当社グループは、アジア・パシフィック事業及びＥＵ事業を経営資源の配分の決定及び業績の評価をするた

めに、定期的に検討を行う対象としていることから、これらの事業で計上する収益を売上収益として表示して

おります。

　当社グループは、顧客との契約から生じる収益を顧客との契約に基づき、それぞれの事業の収益を家電製品

関連、車載関連、インダストリー分野に区分しております。また、地域別の収益は販売元の所在地に基づき分

解しております。これらの分解した収益とセグメント売上高との関連は以下のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年6月30日）

 販売元区分 (百万円)

製品分野区分 日本 香港中国 アジア 欧州 北米 合計

-家電製品関連 410 4,191 1,669 － 1,331 7,601

-車載関連 4,369 6,446 773 － 4,806 16,395

-インダストリー分野 2,242 577 524 － 1,270 4,614

アジア・パシフィック事業合計 7,021 11,214 2,968 － 7,408 28,612

       

-家電製品関連 － － － 1,001 － 1,001

-車載関連 － － － 12,749 － 12,749

-インダストリー分野 － － － 4,007 － 4,007

ＥＵ事業合計 － － － 17,758 － 17,758

       

顧客との契約から生じる収益 7,021 11,214 2,968 17,758 7,408 46,371

       

収益認識の時期       

一時点で移転する製品 7,021 11,214 2,968 17,158 7,408 45,771

一定の期間にわたり移転するサービス － － － 599 － 599

 7,021 11,214 2,968 17,758 7,408 46,371
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当第２四半期連結累計期間（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）

 販売元区分 (百万円)

製品分野区分 日本 香港中国 アジア 欧州 北米 合計

-家電製品関連 308 5,274 1,202 － 986 7,772

-車載関連 3,613 4,828 874 － 3,121 12,438

-インダストリー分野 2,222 484 480 － 1,001 4,188

アジア・パシフィック事業合計 6,144 10,587 2,557 － 5,109 24,399

       

-家電製品関連 － － － 1,032 － 1,032

-車載関連 － － － 8,337 － 8,337

-インダストリー分野 － － － 4,391 － 4,391

ＥＵ事業合計 － － － 13,762 － 13,762

       

顧客との契約から生じる収益 6,144 10,587 2,557 13,762 5,109 38,161

       

収益認識の時期       

一時点で移転する製品 6,144 10,587 2,557 13,219 5,109 37,618

一定の期間にわたり移転するサービス － － － 543 － 543

 6,144 10,587 2,557 13,762 5,109 38,161

 

前第２四半期連結会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年6月30日）

 販売元区分 (百万円)

製品分野区分 日本 香港中国 アジア 欧州 北米 合計

-家電製品関連 181 2,301 1,109 － 648 4,242

-車載関連 2,148 3,256 364 － 2,369 8,140

-インダストリー分野 1,077 297 252 － 677 2,304

アジア・パシフィック事業合計 3,408 5,856 1,726 － 3,696 14,687

       

-家電製品関連 － － － 541 － 541

-車載関連 － － － 6,004 － 6,004

-インダストリー分野 － － － 1,939 － 1,939

ＥＵ事業合計 － － － 8,485 － 8,485

       

顧客との契約から生じる収益 3,408 5,856 1,726 8,485 3,696 23,172

       

収益認識の時期       

一時点で移転する製品 3,408 5,856 1,726 8,272 3,696 22,959

一定の期間にわたり移転するサービス － － － 212 － 212

 3,408 5,856 1,726 8,485 3,696 23,172
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当第2四半期連結会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年6月30日）

 販売元区分 (百万円)

製品分野区分 日本 香港中国 アジア 欧州 北米 合計

-家電製品関連 160 3,214 643 － 531 4,549

-車載関連 1,662 2,360 426 － 965 5,413

-インダストリー分野 1,180 261 262 － 488 2,192

アジア・パシフィック事業合計 3,002 5,836 1,332 － 1,984 12,155

       

-家電製品関連 － － － 521 － 521

-車載関連 － － － 2,762 － 2,762

-インダストリー分野 － － － 2,149 － 2,149

ＥＵ事業合計 － － － 5,433 － 5,433

       

顧客との契約から生じる収益 3,002 5,836 1,332 5,433 1,984 17,588

       

収益認識の時期       

一時点で移転する製品 3,002 5,836 1,332 5,224 1,984 17,379

一定の期間にわたり移転するサービス － － － 209 － 209

 3,002 5,836 1,332 5,433 1,984 17,588

 

(1)アジア・パシフィック事業

　アジア・パシフィック事業においては、家電製品関連、車載関連、インダストリー関連のコイル製品の

販売を行っており、主にこれらの分野を手がける製造業を営む企業を顧客としております。

　このようなコイル製品の販売については、製品を顧客に引渡し検収された時点で顧客が当該製品に対す

る支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識し

ております。

　アジア・パシフィック事業における一部の製品販売については、販売金額など一定の目標の達成を条件

としたリベートを支払うことがあります。その場合の取引金額は、顧客との契約において約束された対価

から当該販売に対応するリベートの見積額を控除した金額で算定しております。

　収益は重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。

　顧客からの受注に基づき生産し販売するため、販売した製品に瑕疵がある場合以外の返品はなく、返品

に係る過去の実績からも重要性が見込まれていないため、返品に係る負債及び当該返品に掛かる資産は認

識しておりません。

 

(2)ＥＵ事業

　ＥＵ事業においては、車載関連、インダストリー関連、家電製品関連のコイル製品の販売をおこなって

おり、主にこれらの分野を手がける製造業を営む企業を顧客としております。

　このようなコイル製品の販売については、製品を顧客に引渡し検収された時点で顧客が当該製品に対す

る支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識し

ております。

　またＥＵ事業では上記顧客の要請に基づき仕様設計等や製造用工具等の開発サービスを請け負っていま

す。当該開発サービスについてはコイル製品販売と区別され、開発期間等一定の期間にわたり収益を認識

しております。

　ＥＵ事業における一部の製品販売については、販売金額など一定の目標の達成を条件としたリベートを

支払うことがあります。その場合の取引金額は、顧客との契約において約束された対価から当該販売に対

応するリベートの見積額を控除した金額で算定しております。

　収益は重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。

　顧客からの受注に基づき生産し販売するため、販売した製品に瑕疵がある場合以外の返品はなく、返品

に係る過去の実績からも重要性が見込まれていないため、返品に係る負債及び当該返品に掛かる資産は認

識しておりません。
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10　収益及び費用

(1）その他の営業収益

（単位：百万円）
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年６月30日）

有形固定資産売却益 27 12

その他 33 66

合計 61 79

 

(2）金融収益

（単位：百万円）
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年６月30日）

受取利息 10 8

その他 3 3

合計 14 11

 

(3）その他の営業費用

（単位：百万円）
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年６月30日）

有形固定資産除売却損 7 21

その他 13 8

合計 21 30

 

(4）金融費用

（単位：百万円）
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年６月30日）

為替差損 41 15

支払利息 602 536

その他 48 47

合計 692 599

 

 

11　後発事象

該当事項はありません。
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２【その他】

（１）2020年４月28日開催の取締役会において、2020年12月期第１四半期配当について、次のとおり決議いたし

ました。

　１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無配

 

（２）2020年７月31日開催の取締役会において、2020年12月期第２四半期配当について、次のとおり決議いたし

ました。

　１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無配
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年８月11日

スミダコーポレーション株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 寺田　昭仁　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 水野　勝成　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスミダコーポ

レーション株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年４月１

日から2020年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る要約四半期

連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算

書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準

第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤

謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に

準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務

報告」に準拠して、スミダコーポレーション株式会社及び連結子会社の2020年６月30日現在の財政状態、同日をもって終

了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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